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広島市告示第２９１号

令和５年７月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年７月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
三篠会

小規模多機能
型居宅介護事
業所ＳＨＩＲ
ＡＫＩ梯

広島市安佐北
区白木町小越
２番

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護

株式会社サル
ート

グループホー
ムとまとやす

広島市安佐南
区高取南一丁
目２６番２０
号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９２号

令和５年７月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年７月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社マイ
レ

居宅介護支援
事業所ノア

広島県広島市
中区西十日市
町７番８－３
０１号

居宅介護支援

株式会社ケア
サポートあか
つき

居宅介護支援
事業所あかつ
き

広島県広島市
安佐南区伴北
七丁目２６番
２２号

居宅介護支援

株式会社多伽
羅

かなえプラン
ニングサポー
ト

広島県広島市
東区戸坂出江
一丁目２番２
５－２０３号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９３号

令和５年７月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年７月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＣＹ
Ｓ

訪問介護サー
ビスつばめ

広島市安佐南
区大町東三丁
目３１番２４
－６号植木ビ
ル２０１

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

Ｔ＆ＴＷＡＭ
サポート株式
会社

ここから中筋
広島市安佐南
区中筋一丁目
９番２０号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９４号

令和５年７月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第７８条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年７月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＣＹ
Ｓ

訪問介護サー
ビスつばめ

広島市安佐南
区大町東三丁
目３１番２４
－６号植木ビ
ル２０１

訪問介護

合同会社Ｂ．
ｆ．

訪問看護ステ
ーションコド
モワ

広島市東区牛
田新町一丁目
７番２３－３
０１号

訪問看護

Ｔ＆ＴＷＡＭ
サポート株式
会社

ここから中筋
広島市安佐南
区中筋一丁目
９番２０号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９５号

令和５年７月６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場

　広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車

場

２　休止する期間

　令和５年８月５日（土）午後７時から同月６日（日）午前１

０時まで

３　休止する理由

　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５条第１項の規

定に基づき、広島中央警察署長が同法第４条第１項の規定によ

る交通規制を行うため。

告 示
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０１号

令和５年７月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０２号

令和５年７月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０３号

令和５年７月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０４号

令和５年７月１１日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９６号

令和５年７月６日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９７号

令和５年７月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９８号

令和５年７月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９９号

令和５年７月１０日

　令和５年５月１０日付け広島市告示第２１８号の一部を次のと

おり訂正します。

広島市長　　松　井　一　實

　特定子ども・子育て支援施設等確認年月日を「令和５年５月１

日」から「令和５年４月１日」に訂正する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３００号

令和５年７月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び



広　　島　　市　　報 第１１１９号　―５―令和５年８月３１日

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

令和５年８月１日から令和６年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０６号

令和５年７月１９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スーパードラッグひまわり伴東店

⑵　所在地　広島市安佐南区伴東五丁目７８２７番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ププレひまわり

代表取締役　梶原　聡一

広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項　略

４　変更年月日

令和５年８月２１日

５　届出年月日

令和５年７月５日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和５年７月１９日から令和５年１１月１９日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保

持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この

公告の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出

により、これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和５年１１月１９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０７号

令和５年７月１９日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の６第２項の規

定に基づき、認定公募設置等計画の変更について認定しましたの

で、第５条の５第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　認定計画提出者

代表法人　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

構成法人　　株式会社エディオン

　　　　　　広島電鉄株式会社

　　　　　　株式会社ＲＣＣ文化センター

　　　　　　株式会社中国新聞社

２　変更認定日

令和５年７月１９日

３　認定の有効期間

令和５年８月１日から令和２５年７月３１日まで

４　公募対象公園施設の場所

広島市中区基町１５

中央公園広場内（別紙のとおり）

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０８号

令和５年７月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

アレス薬局翠
店

広島市南区翠二
丁目１８－３正
英ビル１０２

令和５年７月
１日

令和１１年６
月３０日

風香る　訪問
看護

広島市西区庚午
中四丁目７－４
－３０１

令和５年１月
１日

令和１０年１
２月３１日

三篠園診療所
広島市安佐北区
白木町井原１２
４４

令和５年７月
１日

令和１１年６
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広　　島　　市　　報―６―　第１１１９号 令和５年８月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１３号

令和５年７月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１４号

令和５年７月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関の指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第３

号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１５号

令和５年７月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和５年７月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
汚水及び
雨水を排除 安芸区 中野二丁目の一部

分流
汚水を排除

安佐南区 東野二丁目及び西原九丁目
の各一部

安佐北区 三入三丁目及び亀山九丁目
の各一部

佐伯区 五日市中央五丁目の一部

広島市告示第３０９号

令和５年７月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１０号

令和５年７月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１１号

令和５年７月１９日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

令和５年８月１日から令和６年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１２号

令和５年７月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略



広　　島　　市　　報 第１１１９号　―７―令和５年８月３１日

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区大林四丁目の３７２８番１、３７２８番２、

３７４４番２、３７５９番１、３７６０番１、３７６０番

２、３７６０番３、３７６１番１及び３７６１番４

２　開発面積

２，０２９．３０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区横川新町４番２５号

株式会社スマイクホーム

代表取締役　大石　剛史

４　検査済証交付年月日

令和５年７月２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１９号

令和５年７月２５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２０号

令和５年７月２８日

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

３　確認年月日

令和５年８月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２１号

令和５年７月３１日

　令和５年４月１日改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５

年法律第６５号）第１８条第１項の規定により農用地利用集積計

画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。

　なお、この農用地利用集積計画（令和５年４月１日改正前の農

業経営基盤強化促進法施行規則（昭和５５年農林水産省令第３４

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１６号

令和５年７月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和５年７月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

安佐南区 東野二丁目及び西原九丁目
の各一部 位置：�広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：�広島市西部水資

源再生センター
安佐北区 三入三丁目及び亀山九丁目

の各一部
佐伯区 五日市中央五丁目の一部

安芸区 中野七丁目の一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１７号

令和５年７月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和５年７月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称
安佐北区白木町大字市川の一部 市川農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１８号

令和５年７月２５日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。
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号）第１７条に規定する農業経営の状況を除く。）は、広島市経

済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐

南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安

芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２２号

令和５年７月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２３号

令和５年７月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２４号

令和５年７月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６２号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６３号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６４号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東３区
５６号
線

東区中山東一丁目６６９番
地２地先から
東区中山東一丁目６６９番
地２地先まで

令和５年７月６
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定に基づき、若草第一公園の指定管理者の指定を次のとお

り取り消しましたので、広島市公園条例（昭和３９年３月３１日

条例第１８号）第１６条の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　取消しに係る公の施設の名称

若草第一公園

２　取消しの相手方

広島市東区若草町１０番２５号

万年青若草クラブ

３　取消し年月日

令和５年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島駅北口第一自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車については、令和５年７月４日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５４号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　天神川駅北口第一自転車等駐車場、不動院前駅東自転車等駐車

場、不動院前駅西自転車等駐車場及び戸坂駅自転車等駐車場に長

期間駐車されていた下記自転車については、令和５年７月５日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６７号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月６日から同月２０日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東３区
５６号
線

東区中山東
一丁目６６
９番地２地
先から
東区中山東
一丁目６６
９番地２地
先まで

旧

メートル
7.40
～
7.40

メートル

6.00

新

メートル
11.40
～
11.40

メートル

6.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月６日から同月２０日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、南区役所建設部建築課において一般に縦覧し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和５年７月５日

３　路線名　　　　都市計画道路東雲大州線

４　道路の位置　　起点　南区大州一丁目１６２－１０５地先

　　　　　　　　　終点　南区大州一丁目１６２－１０７地先

５　道路の幅員　　２５．０ｍ

６　道路の延長　　２５．０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８７号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和５年７月７日

３　路線名　　　　都市計画道路霞庚午線（８・９工区）

４　道路の位置　　起点　南区翠三丁目１１５１－１９地先

　　　　　　　　　終点　南区翠三丁目１１５１－１９地先

５　道路の幅員　　７．５ｍ～８．５ｍ

６　道路の延長　　４０．０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８８号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５６号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５７号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５８号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８４号

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和５年７月４日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。
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下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９４号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６７号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６８号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構

造について下記のとおり認定しましたので、同条第６項の規定に

基づき告示します。

　この関係図書は、西区役所建設部建築課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　対象区域の位置　　�広島市西区草津港二丁目の１７－８、１

７－１７、１７－１８、１７－１９、１

７－２０、１７－２１、１７－２２、１

７－２３、１７－２４、１７－２５、１

７－２６、１７－２７、１７－２８、１

７－２９、１７－３０、１７－３１、１

７－３２、１７－３３、１７－３４、１

７－３５、１７－３６、１７－３７、１

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８９号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等について

は、令和５年７月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　広島駅南口第三Ａ駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間

駐車されていた下記の自転車等については、令和５年７月２６日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實
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を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏　名　　山下　健司

住　所　　広島市安佐南区長楽寺一丁目８２番１７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６９号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和５年７月１０日から同年７月２４日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
旧 Ｋ３－Ｅ３－

き－７－５－
２０号水路

祇園七丁目２９７番１地先から
２７８番３地先まで

新 祇園七丁目２９７番１地先から
２７９番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７０号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ８ 日

　長期間駐車されていた自転車等については、令和５年７月１２

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７１号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月１９日から同年８月２日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区
３２２
号線

安佐南区川内三丁目
６５７番地６地先か
ら
安佐南区川内三丁目
６５７番地１地先ま
で

旧
1.90
～
4.17

19.20

新
3.00
～
6.03

19.20

７－３８、１７－３９、１７－４０、１

７－４１、１７－４２、１７－４３、１

７－４４、１７－４５及び１７－４６

２　認定番号　　　　　第Ｒ０５認定通知広島市建４０００２号

３　認定年月日　　　　令和５年７月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６９号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和５年７月２７日

３　道路の位置　　�広島市西区田方二丁目の１８１５番３、１８

１６番４、１８１７番２、１８２６番１の一

部、１８２６番２の一部、１８１６番４地先

市道及び１８２６番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　５．００～５．５３メートル

　　　　　　　　　延長　３２．２３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６８号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　松浦　昭久）について、次のとおり告示事項



広　　島　　市　　報 第１１１９号　―１３―令和５年８月３１日

広島市告示（安佐南区）第７５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和５年７月２７日から同年８月１０日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道
旧

安佐南２区
３３８号里道

高取北一丁目１９８番地先から
同所２０１番１地先まで

新 高取北一丁目２０１番１地先か
ら同所２０１番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和５年７月２８日

３　道路の位置　　広島市安佐南区大町東二丁目の

　　　　　　　　　�３５０－４の一部、３５１－８の一部、３５

１－９の一部、３５４－２の一部、３５４－

４の一部、３５４－５の一部、３５６－２の

一部、３５６－５の一部、３５６－６及び３

５６－８の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．３０ｍ

　　　　　　　　　延長　４６．７０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月３日から同月１８日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区
２８４
号線

安佐北区三
入三丁目２
１２番地８
地先から
安佐北区三
入三丁目２

旧
4.03
～
6.30

18.90

新
6.00
～

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７２号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月１９日から同年８月２日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区
３２２
号線

安佐南区川内三丁目６５７
番地６地先から
安佐南区川内三丁目６５７
番地１地先まで

令和５年７月１
９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７３号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月１９日から同年８月２日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
２区
中筋温
品線

安佐南区東野三丁目
１５４４番地４地先
から
安佐南区東野三丁目
１５１４番地２地先
まで

旧
35.00
～
36.00

8.00

新
35.00
～
41.00

8.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７４号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月１９日から同年８月２日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区
中筋温
品線

安佐南区東野三丁目１５４
４番地４地先から
安佐南区東野三丁目１５１
４番地２地先まで

令和５年７月１
９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月６日から同月２０日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区
２３号
線

安佐北区可
部南五丁目
１７４１番
地５地先か
ら
安佐北区可
部南五丁目
１７４２番
地４地先ま
で

旧
5.03
～
5.56

64.90

新
5.03
～
6.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月６日から同月２０日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
３区
２３号
線

安佐北区可部南五丁目１７
４１番地５地先から
安佐北区可部南五丁目１７
４２番地４地先まで

令和５年７月６
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６６号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ０ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２０年６月３日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した小越団地自治会

（代表者　陽岡　行夫）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区白木町大
字小越１５番地１３

広島市安佐北区白木町大
字小越５６番地１１

代表者の
氏名及び
住所

陽岡　行夫
広島市安佐北区白木町大
字小越１５番地１３

土井　謙太郎
広島市安佐北区白木町大
字小越５６番地１１

１２番地７
地先まで

8.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月３日から同月１８日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
３区
２８４
号線

安佐北区三入三丁目２１２
番地８地先から
安佐北区三入三丁目２１２
番地７地先まで

令和５年７月３
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成６年４月１日付けで、不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した星が丘団地自治会

（代表者　山本　裕二）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所、区域

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区安佐町大
字鈴張５０１４番地４

広島市安佐北区安佐町大
字鈴張４９７８番地

区域

広島市安佐北区安佐町大
字鈴張１７８９番地の
１、２０３２番地の１
５、２０３３番地、２０
８５番地の１、２０８５
番地の３、２２８８番地
の１１、２２８８番地の
１２、４９７５番地の６
１９、４９８７番地、４
９９０番地の１、４９９
３番地、４９９４番地の
１、４９９６番地の１及
び５００１番地から５０
５６番地までの区域

広島市安佐北区安佐町大
字鈴張１７８９番地の
１、２０３２番地の１
０、２０３２番地の１
３、２０３２番地の１
５、２０３３番地、２０
８５番地の１、２０８５
番地の３、２２８８番地
の１１、２２８８番地の
１２、４９７５番地の６
１９、４９７８番地、４
９８７番地、４９９０番
地の１、４９９３番地、
４９９４番地の１、４９
９６番地の１及び５００
１番地から５０５６番地
までの区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６４号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日



広　　島　　市　　報 第１１１９号　―１５―令和５年８月３１日

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
３区
２０号
線

安佐北区可部南二丁目１７
１９番地８地先から
安佐北区可部南二丁目１７
１９番地８地先まで

令和５年７月２
０日

市道

安佐北
３区
２０号
線

安佐北区可部南二丁目１７
１９番地８地先から
安佐北区可部南二丁目１７
１９番地８地先まで

令和５年７月２
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２１日から同年８月４日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区
２６３
号線

安佐北区可
部町大字桐
原字山根１
４８４番地
１地先から
安佐北区可
部町大字桐
原字山根１
４８４番地
１地先まで

旧
4.37
～
4.55

23.10

新
4.37
～
13.88

23.10

市道

安佐北
３区
２６３
号線

安佐北区可
部町大字桐
原字山根１
５６７番地
１地先から
安佐北区可
部町大字桐
原字山根１
５８３番地
２地先まで

旧
5.85
～
6.42

72.32

新
5.85
～
27.72

72.32

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和５年７月２６日から同年８月９日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
旧

Ｋ３－Ｆ３－
Ｕ石佛－６－
２６号水路

可部七丁目２８４番２地先から
同所２８６番８地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６７号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和５年７月１３日から同年７月２７日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北１区２９８
４号里道

白木町大字三田字下岡８００３番
地先から
同所８００３番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６８号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２０日から同年８月３日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区
２０号
線

安佐北区可
部南二丁目
１７１９番
地８地先か
ら
安佐北区可
部南二丁目
１７１９番
地８地先ま
で

旧
8.72
～
9.00

16.26

新
8.72
～
10.02

16.26

市道

安佐北
３区
２０号
線

安佐北区可
部南二丁目
１７１９番
地８地先か
ら
安佐北区可
部南二丁目
１７１９番
地８地先ま
で

旧
8.68
～
9.00

1.68

新
8.68
～
9.00

1.68

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６９号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２０日から同年８月３日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報―１６―　第１１１９号 令和５年８月３１日

号線 ６４５番地１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５８号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５９号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２８日から同年８月１４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

新
Ｋ３－Ｆ３－
Ｕ石佛－６－
２６号水路

可部五丁目２８９番４地先から
可部七丁目２８６番８地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和５年７月４日

３　道路の位置　　広島市安芸区中野二丁目２８９番１の一部

４　幅員　　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　　３４．９０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２４日から同年８月７日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道

安芸１
区
３０１
号線

広島市安芸
区瀬野五丁
目１６４５
番地９地先
から
広島市安芸
区瀬野五丁
目１６４５
番地１地先
まで

旧

メートル

1.70

メートル

74.00

新

メートル
6.00
～
11.00

メートル

74.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５７号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２４日から同年８月７日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安芸１
区
３０１

広島市安芸区瀬野五丁目１
６４５番地９地先から
広島市安芸区瀬野五丁目１

令和５年７月２
４日



広　　島　　市　　報 第１１１９号　―１７―令和５年８月３１日

市　道

佐伯２
区
１１９
号線

が丘一丁目
１番４０地
先から
佐伯区八幡
が丘一丁目
１番４１地
先まで

旧 6.00
～
6.20

11.10

新

メートル
6.00
～
13.50

メートル

11.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月４日から同年７月１８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道

佐伯２
区
１１９
号線

佐伯区八幡が丘一丁目１番
４０地先から
佐伯区八幡が丘一丁目１番
４１地先まで

令和５年７月４
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和５年７月３日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７４号

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１８年５月２３日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した中講町内会（代

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道
安芸３
区
２号線

広島市安芸
区船越六丁
目１２５５
番地４地先
から
広島市安芸
区船越六丁
目１２５５
番地１地先
まで

旧

メートル
3.00
～
7.10

メートル

48.50

新

メートル
4.00
～
7.10

メートル

48.50

市道
安芸３
区
６号線

広島市安芸
区船越六丁
目１２５４
番地１地先
から
広島市安芸
区船越六丁
目１２５３
番地６地先
まで

旧

メートル

2.00

メートル

25.00

新

メートル

3.00

メートル

25.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６３号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月２８日から同年８月１４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
安芸３
区
２号線

広島市安芸区船越六丁目１
２５５番地４地先から
広島市安芸区船越六丁目１
２５５番地１地先まで

令和５年７月２
８日

市道
安芸３
区
６号線

広島市安芸区船越六丁目１
２５４番地１地先から
広島市安芸区船越六丁目１
２５３番地６地先まで

令和５年７月２
８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年７月４日から同年７月１８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

佐伯区八幡 メートル メートル
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７９号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年７月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和５年７月２８日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区千同三丁目の８５番の一部、８

８番１の一部及び８８番１地先市道佐伯３区

寿老地中地線

４　幅員及び延長　幅員　４．１０～４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３３．０６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８２号

令 和 ５ 年 ７ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

表者　六廣　隆）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及び内容

代表者氏名及び住所

香川　和信

広島市佐伯区五日市町大字石内２８０４番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７５号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７６号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年７月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７７号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７８号

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實
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広 島 市 水 道 事 業 管 理 者�

広島市水道局長　　村　上　裕　之

広島市水道局行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する規程の一部を改正する規程

　広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規程（平成１７年広島市水道局規程第６号）の一部を次のよう

に改正する。

　第１１条中「第１８条」を「第２０条」に改める。

附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

広島市監査公表第２１号

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日

広島市監査委員　古　川　智　之�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　山　本　昌　宏�

同　　　　　　　平　野　太　祐

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表につ

いて

　広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通

知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

広島市教育委員会告示第１０号

令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　日　時　令和５年７月１４日（金）　午前９時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　令和５年度放課後児童クラブの利用申込状況等について

（報告）

【非公開予定議題】

⑵　訴訟について（報告）

⑶　教職員の人事について（議案）

広島市水道局規程第１０号

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ８ 日

　広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。

（別紙）

令和４年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（教育委員会）

１　監査意見公表年月日

令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和５年６月１２日（広市教総施第２４号）

４　監査のテーマ

財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の意見及び対応の内容

　⑴　花壇や排水用の溝の管理について（矢野南三丁目市有地）
　　　（所管課：教育委員会事務局総務部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　本物件内に花壇や排水用の溝などがあるが、使用許可申請がな
いものや承諾なく現状変更等したものであり、このことは、公有
財産の適正な管理といえないため、適正に使用させることが望ま
しい。

　監査の実施を受けて、令和４年１２月に、花壇作成者に花壇を
撤去させた。また、令和５年３月に、排水用の溝設置者から本物
件の原状変更等承認申請を受け、本物件への排水用の溝の設置を
承認した。

　⑵　バックネットの管理について（藤の木四丁目市有地）
　　　（所管課：教育委員会事務局総務部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　本物件内に野球やソフトボール用のバックネットが設置されて
いたが、使用許可申請がなく、使用者が許可なく設置しているも
のであり、このことは、公有財産の適正な管理といえないため、
適正に使用させることが望ましい。

　監査の実施を受けて、バックネット設置者から本物件の使用許
可申請を受け、令和５年３月に、本物件へのバックネットの設置
を許可した。

教育委員会告示

水 道 局 規 程

監査公表




